
今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会  

（第20回）  

議 事 次  

1．日時 平成21年7月9日（木）10：00～12：30目途  

2．場所 ホテルはあといん乃木坂・健保会館 「フルール」（BIF）  

東京都港区南青山1－24－4  

3．議事   

○ 地域医療体制のあり方・入院医療体制のあり方について  

【配付資料】  

○ 議事次第  

○ 座席表  

○ 構成員名簿  

資  料  地域医療体制のあり方一入院医療体制のあり方について   



地域医療体制のあり方・  

入院医療体制のあり方について   



「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」  
これまでの議論の整理と今後の検討の方向性（論点整理）から   



④入院医療における  

病床等の機能（各論）  
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【参考：第19回検討会資料から】  

入院医療における病床等の機能（総論）  

現状と課題   

○ 医療法上の精神病床の医師・看護師等  

の人員配置標準は一般病床より低くなってい  

る。  

○ 診療報酬においては、在院日数の短い  

病棟など、急性期を中心に高い人員配置を  

評価する体系となっている。  

○ 重症の者を含め、入院患者に良質の医  
療を提供し早期の退院を促すためには、手  
厚い人員配置を確保することが望ましく、医  

療の質を高めるためには、現在の人員配置  
基準では不十分であるという指摘がある。  

○ 同一病棟においては、診療報酬が、患者  

の状態像によらずほぼ一定であることから、・  

様々な状態の患者の入院に対するコストを  

適正に反映しておらず、重症患者を積極的  
に受け入れる医療機関ばかりではなく、重症  

患者を回避しようとする医療機関があるとの  

指摘がある。  

○ 精神病床には、精神症状は落ち着いて  

いるが、ADLの低下した患者や、身体合併  

症を有する患者も多く入院しており、長期入  

院患者の高齢化に伴い、今後このような患  

者の増加が予測される。  

精神病床の医療の質の向上を図るために、段階的に人員基  
準の充実を目指すべきではないか。  

● このため、まず、患者の状態像や病棟の機能に応じた  
人員基準とその評価について検討するべきではない  
か。  

また、精神病床数の適正化等を図りながら、将来的に、  
医療法における人員配置標準の見直しにより、精神科  
全体の人員配置の向上を目指すことについて、どう考  
えるか。  

●  

患者の心身の状況に応じ、入院の必要な患者の入院治療  
の場の適切かつ優先的な確保を図るべきではないか。  

● このため、重症度に応じた評価の体系の導入を検討す  

べきではないかこその際、医学的観点による入院の必  

要性、ケアにかかる医療従事者の時間等のコストを勘  
案するべきではないか。また、そのために必要な分類・  
評価方法の開発を進めるべきではないか。  

● 特に、統合失調症については、患者数の将来推計や、  
状態像ごとの患者の人数を踏まえ、将来の病床数の  
あり方を検討すべきではないか。（次回検討）  

認知症については、有病率や、BPSDの発生頻度等に  
関する調査を早急に進め、認知症の専門医療機関の  

機能を更に明確化・重点化する観点を含め、精神病床  
（認知症病棟等）や介護保険施設等の入院■入所機能  
の必要量等を検討すべきではないか。  

●  

高齢精神障害者の退院促進に当たっては、現にその多くが  
介護を要する状況であることを踏まえて、生活の場を確保す  
ることが必要ではないか。   



精神障害者の治療・生活の場についての検討  

・精神障害者の心身の状況に応じて、どのような治療・生活の場が適切か  

医療ニーズ  生活ニ⊥ズ  

年齢   

身体合併症  精神症状   ADL   IADL   

要入院治療  

要入院治療  
それ以外   

要入院治療  

それ以外  
65歳以上  

要介助  

65歳未満  

それ以外  65歳以上  

要支援  

介助不要  65歳未満  

支援不要  

外
来
・
在
宅
治
療
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精神病床入院患者の疾病別内訳の推移  

（千人）  

Hll  H17  H8  H14   

一弘 その他   ◆統合失調症   ▲■ 認知症  

5  



④－（1）統合失調症  
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神病床の統合失調症入院患者数の将来推詮  
（①患者調査による平成14年のn歳の入院患者敷から、17年のn＋3歳の入院患者数への増減率が将来の。歳の者においても  

変わらない（25上’、②人口当た率が平成17年定（25歳未満）定をおいた推計） 

。 
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平成23年  2・■20歳未満  

園20～29歳  

日30～39歳  

国40～49歳  

国50～59歳  

□60～69歳  

田70～79歳  

因80～89歳  

田90歳以上  

平成26年  172  

平成29年  

平成32年  

平成35年  

平成38年   

40代 50代  

30代  



精神病床入院患者の入院の状況   

（患者調査と同じ項目）  

全体  FO  F20  

患者数   割合  患者数  割合   患者数   割合   

生命の危険は少ないが入院治療を要する  10，822   62．6  1，901  55．9   6，712   67．1   

生命の危険がある  500   2．9  173  5．1   228   2．3   

受け入れ条件が整えば退院可能  5，810   33．6  1，294  38．1   2，989   29．9   

検査入院  10   0．1  3  0．1   1   0．0   

その他  146   0．8  27  0．8   66   0．7   

計  17，288   100．0  3，398  100．0   9，996   100．0  

精神病床入院患者の  
居住先・支援が整った場合の退院の可能性  

全体  FO  F20  

患者数  割合  患者数  割合   患者数  割合 
現在の状態でも、居住先・支援が整えば退院可能  1，585  9．0  257  7．4   659  6．5   
状態の改善が見込まれるので、居住先・支援などを新  
たに用意しなくても近い将来退院可能  1，014  5．8  96  2．8   425  4．2   
状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば  
近い将来退院可能  8，015  45．6  1，746  50．5   4，488  44．3   
状態の改善は見込まれず、居住先・支援を整えても近  
い将来退院の可能性なし  6，958  39，6  1，358  39．3   4，564  45．0   

計  17，572  100．0  3，457  100．0   10，136  100．0   

「精神病床の利用状況に関する調査」より（平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研喝   



統合失調症患者の状態と退院可能性  

分類の定義  

1：特別な管理（入院治療）を要する身体合併症   

2：次の項目のうちいずれかを満たす者、但し1を除く  

3：ベッド上の可動性、移乗、食事、トイレの使用の  
4項目のうちいずれかでボディタッチを含む援助を要す  

る者、但し1・2を除く   

4：食事の用意、家事一般、金銭管理、薬の管理、電  

話の利用、買い物、交通手段の利用のいずれかが非  
常に困難な者、但し1～3を除く   

5：1～4以外の者  

自傷他害の可能性  
奇妙な姿勢  

幻覚  

罪業感  

緊張  

抑うつ気分  

中程度以上  

毎日  

高度以上  

高度以上  

やや高度以上  

高度以上  
薬物療法の必要性の認識 不十分で服薬しない  

「精神病床の利用状況に関する調査」より（平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研娼   

】  



症状等による分類ごとの患者数割合  

※入院3か月以内の患者については、症状等によらず別に集計   

～39歳   

40～54歳   

55～59歳   

60～64歳   

65～69歳   

70～74歳  

75歳～  

■3か月以内  

ロ①身体合併症  

田②精神症状  

ロ③ADL  

□④lADし  

□⑤その他  

分類の定義  

1：特別な管理（入院治療）を要する身体合併症   

2：次の項目のうちいずれかを満たす者、但し1を除く  

3：ベッド上の可動性、移乗、食事、トイレの使用の  

4項目のうちいずれかでボディタッチを含む援助を要す  

る者、但し1－2を除く   

4：食事の用意、家事一般、金銭管理、薬の管理、電  

話の利用、買い物、交通手段の利用のいずれかが非  
常に困難な者、但し1～3を除く   

5：1～4以外の者  

中程度以上  

毎日  

高度以上  

高度以上  

やや高度以上  

高度以上  

自傷他害の可能性  
奇妙な姿勢  

幻覚  

罪業感  

緊張  

抑うつ気分  
薬物療法の必要性の認識 不十分で服薬しない  

「精神病床の利用状況に関する調査」より（平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担劇   



状態等による分類毎の統合失調症入院患者数の将来推計  

年齢階級別の統合失調症患者数の将来推計に、現在の年齢階級毎の状態別の患者数割合を当てはめて、状  
態別の将来の患者数を推計したもの。  

患
 
 

仲
 
 

兄
 
 

態
 
腰
 
 

者数割合については、入院3か月超の患者のみ状態別に集計したものを用いている。）  

50′000  100′000  150′000  200′000  

＜  

平成17年  

平成20年  

平成23年  

平成26年  

平成29年  

平成32年  

平成35年  

平成38年  

■入院3か月以内  

B①身体合併症  

臼②重い精神症状  

臼③ADL／高齢  

巳③ADL／若年  

臼④lADL／高齢  

臼④lADL／若年  

ロ⑤その他  

分類の定義  

1：特別な管理（入院治療）を要する身体合併症   

2：次の項目のうちいずれかを満たす者、但し1を除く  

3：ベッド上の可動性、移乗、食事、トイレの使用の  

4項目のうちいずれかでボディタッチを含む援助を要す  

る者、但し1■2を除く   

4：食事の用意、家事一般、金銭管理、薬の管理、電  

話の利用、買い物、交通手段の利用のいずれかが非  
常に困難な者、但し1～3を除く   

5：1～4以外の者  

自傷他害の可能性  
奇妙な姿勢 

幻覚  

罪業感  

緊張  

抑うつ気分  

中程度以上  

毎日  

高度以上  

高度以上  

やや高度以上  

高度以上  

薬物療法の必要性の認識 不十分で服薬しない  
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検討（1）  
統合失調症による  

今後の入院患者数についての考え方  

統合失調症の入院患考数については、地域移行等の努力が現状通りであった場  

合、今後減少すること  ユ
刀
 
 

れ
 
さ
 
 

想
 
 

予
 
 

I
 
 

る。  

A
 
 

ヽ
 
方
 
 

●
 
 

障
 
 が
 
 

DLやIADLの  し
 
 

と
 
 装
飾
 
謂
醐
棚
 
ル
祉
む
 
 

な
 
 

る
 
 

＼
 
 

し
 
 

ど、居住先や支援が整  
ス  

て
サ
 
 

者
 
 

患
 
 

る
 
 

き
 
 

で
 
 

院
 
 

退
 
 

ま
 
 

ビ
 
 また、精神科救急  医

 
 

支える医療の充実を図り、入院  
患者数を、現状がそ  値よりも更に減少させることを目標  
とすべきではないか。  

統合失調症の入院患者数は、平成17年に19．6万人であったが、具体的l  はこれを  ヽ■  

改革ビジョンの終期に当たる平成26年までに15万人程度まで減少させる  」 とができ  

るよう、各般の施策を講じるべきではないか。また、その達成状況も踏まえつつ、平  

成27年以降においても、各般の施策を展開することにより、より一層の減少を目指  
すべきではないか。  

また、同時に、高齢精神障害者については、現にその多くがADLやIADLの支援を要  
する状況であることを踏まえて、適切な生活の場を確保することが必要ではないか。  
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（2）認知症  
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認知症疾患を主傷病名とする入院患者の病床  
別割合の年次推移  

（血管性及び詳細不明の認知症＋アルツハイマー病）  

0．0  20．0  40．0  60．0  80．0  100．0  

H14  

H17  

65％  
●精神病床□老人病床国療養型病床群回その他の一般病床  

（患者調査）  

※一般診療所を除く  

認知症疾患を主傷病名とする入院患者は  
Hll→H17の6年間で48％増加  

15   



r認知症高齢者の日常生活自立度Jll以上の高齢者の推計人数  

認定申請時の所在（再掲）単位：万人  

要介護者の日常生活  要介護者  

自立度  要支援者  居宅   

特別養  
老人保  介護療養型  

護老人  

（2002年9月末現在）  ホーム  
健施設  医療施設   施設   

総  数  314   210   32   25   12   34   

日常生活自立度Ⅲ以上  

将推2002 2010201 2040 2045 

※ 下段は、65歳以上人口比（％）  

※ 2002年9月末についての推計。  

※「その他の施設」：医療機関、グループホーム、ケアハウス等  
（単位‥万人）16   



施設■居住系サービスの定員数の推移  

（各年10月1日現在）  （定員数）  

450．（氾0  

400，（泊0・  

350，000  

300，（氾0  

250，∝）0  

200，（氾0  

150，000  

100，000  

50，0∝l   

平成12年  平成14年  平成16年  平成18年  平成19年  

一トー特養   －■一老健   一▲一介護療養型医療施設   －◆・グループホーム   →■ 特定施設  

（注）1特定施設については、利用者数である（平成14年以前の統計は存在しない）。   

2特別養護老人ホーム及び特定施設の平成18年及び19年の数字は、それぞれ地域密着型（定員29人以下）のものは含まない。  

（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」  17   



介護保険施設入所者の認知症の状況  
（認知症高齢者の日常生活自立度判定基準）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

平成19年介護サービス施設・事業所調査  
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認知症による精神病床への入院患者の  

身体合併症、ADL障害の状況  
GAF51以上  

特別な   日常的  なし   計   

管理   な管理   

直接介助  9．8   15．7   8．6   34．1   
要  

準備・観察   3．9   7．8   6．4   18．1   

自立   5．6   20．8   21．4   47．8   

計   
19．3   44．3   36．4   100．0   

17．6   62．3   

34．2  100．0  

、■■ ■‾▼ ′、′、■′   

計   

管理   
GAF50以下       A併症  特別な   

日常的  なし  
な管理   

直接介助  21．1   26．9 19．2   
要  

67．2   

準備・観察   2．5   6．5   5．3   14．3   

自立   2．3   6．9   9．3   18．5   

計   25．9   40．3   33．8   100．0  

（n＝3，356）（％）  

※1：ベッド上の可動性、移乗、食事、トイレの使用の4項目の  

いずれかについて、直接の（ボディタッチを含む）援助が必要  

※2：「直接介助要」には該当しないが、4項目のいずれかにつ  

いて、準備・観察が必要  

※3：入院治療が適当な程度  

※4：外来通院が適当な程度  

（n＝2，857）（％）  

「精神病床の利用状況に関する調査」より（平成1昨度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研聖9   
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症状性を含む器質性精神障害（主に認知症）による  

精神病床入院患者の退院可能性と要因  

居住先・支援が整った  

場合の退院可能性  
退院の可能性がない患者における主な理由  

セルフケア能力の問題   50．7％   

迷惑行為を起こす可能性   10．0％   

重度の陽性症状（幻覚■妄想）   5．6％   

他害行為の危険性   4．3％   

治療一服薬への心理的抵抗   1・5   

自傷行為・自殺企図の危険性   1．0％   

重度の多飲水・水中毒   0．7％   

アルコール・薬物■有機溶剤等の乱用   0．4％   

その他   25．8％   

可能7．4％  

ヽ、  

llll llll  

条件を整  
lll  

えなくても  

近い将来  

可能  

ロ  2．8％  
1l ，l  

ロ   
ロ   
ロ   

ロ   
ロ   
ロ   
ロ ロ   

∴＼  
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ロ  （有効回答数1，057人）  

（有効回答数3，458人）  

「精神病床の利用状況に関する調査」より（平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担叔   



認知症病棟に入院中の患者の退院可能性に関する調査  

退院可能性ありの患者が  

■転院・入所依頼しても受   

け付けられない  

□医療行為あるため転院・   

入所を断られる  

□要介護度が低いため転   
院・入所できない  

■地域内でサービスが少   
なく適所がない  

■家族（または本人）の了   

解が得られない  

■その他  

22．9％  

2．3％  

21   厚生労働科学特別研究事業「認知症の実態把握に向けた戦略立案及び予備的研究」研究代表者朝田隆分担研究者松原三郎  



症状性を含む器質性精神障害（主に認知症）の  

入院患者における身体合併症の有無  
身体合併症の種類  

身体合併症を持つ人の割合  
循環器疾患   

内分泌・代謝疾患  

神経系疾患  

呼吸器疾患  

消化器疾患  

感染症  

†［三   
※1：入院治療が適当な程度   

※2：外来通院が適当な程度  

筋・骨格系疾患   

尿路性器系疾患（腎疾患を含む）  

皮膚疾患  

新生物  

損傷・中毒  

眼疾患  

血液・免疫疾患  

耳疾患  

その他  

（有効回答数3，376人）  
0．0  5．0  10．0  15．0  20．0  

1y  

「精神病床の利用状況に関する調査」より（平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担感   



認知症への医療体制（イメージ）   



実態の把握  

ーわが国における認知症の有病率は昭和55年から平成2年に行われた調査に基づく  

全国推計（平成3年）以降は推計が行われていない。  

・今後高齢化が進行する中、認知症に対する医療及び介護サービスの総合的な対策  

を行うためには、認知症の有病率や医療・介護サービス資源利用の実態など、基本  
的な調査が必要。  

・医学的な診断基準に基づく、日本の認知症の有病率（全国推計）の把握  

一 認知症に関する医療・介護サービス資源利用についての実態調査  

（平成21・22年度厚生労働科学研究費認知症対策総合研究「認知症の実態把握に向けた総合的研究」事業）  

24   
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④－（3）その他の疾患  

28   



統合失調症■認知症以外の  

精神病床入院患者数の推移  

H8  Hll  H14  H17  

剛Fl】精神作用物質使用による精神及び行動の障害  

ロ【F3】気分（感情）障害（操うつ病を含む）  

田【F4】神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害  
■【F7】精神遅滞  

田その他の精神及び行動の障害  
田てんかん  

目その他  29   



検討（3）  
その他の疾患による  

今後の入院患者数についての考え方  

・統合失調症一認知症以外の疾患による精神病床への入院患者数は、近年やや減   

少傾向にある。  

・ 一方で、この中には、気分障害など患者が増加している疾患や、依存症等、今後   

も適切な治療■支援が不可欠な分野が含まれている。  

・このため、統合失調症・認知症以外の疾患による精神病床への入院患者数につ   

いては、当面、これまでと同程度と見込むことでよいか。  

30   
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④－（4）福祉サービスの確保について  

32   



障害福祉サービス利用者数に占める精神障害者の推移   
（平成19年11月～平成21年3月の推移：国保連データ）  

（人）  

700，000   

650，000   

600．000   

550．000   

500′000   

450，000  

如）0．000   

350，000   

300，000   

250，000   

200，000   

150，000   

100，000   

50，000  

0  

11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月  
平成19年 平成20年  平成21年  

※複数サービスを利用している者は、各々カウントしている。  

11月  12月  1月   2月   3月  4月   5月  6月   7  8月   9月  10月  11月  12月  1月   2月   3月   

精神障害者の利  

用者数   42．746  43，13  43，581  44，47  45，20  49．427  50，92  51，74  52，811  53．279  54，611  56，366  57，306  58，38  58．81  59489  6086   

利用者数   517，023  518，06  515，67  519，44  527，47  546．96  553，51  557，606  564．48  564，621  569，92  576，69  579，75  583，097  580，58  583，25  59392   

精神障害者の占  

める割合   8．3％  8．3％  8．5％  8．6％  8，6％  9．0％  9．2％  9．3％  9．4％  9．4％  9．6％  9．8％  9．9％  10．0％  10．1％  10．2％  1。．義  



障害福祉サービス見込量の推移（居住系サービス）  

平成19年度  平成20年度  平成18年度  平成17年度  平成23年度   

34  



グループホーム・ケアホーム利用者数に占める精神障害者の推移  
（平成19年11月～平成21年3月国保連データ）  

（人）  

60，000  

50，000  

40，000  

t  

30．000  

20，000  

10，000   

11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 さ月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月  
平成19年   平成20年  平成21年  

11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  ；＝   9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月   
精神障害者の利  
用者数   10．51  10．55  10，60  10，80  10．91  11．13  11，42  11．49  11．59  11．711  11．84  11．98  1212  12251  1233  1240  1249   

利用者数   40．71  40．92  41．20  41，68  42，02  43，59  44．43  44，75  45．11  45．48  46．08  46，48  4687  4725  4752  4780  4839   

精神障害者の占  
める割合   25．8  25．8％  25，7  25．99i  26．00  25．5  25．70  25．7  25．70  25．7  25．7  25．80  25．9％  25．9％  25．99i  26．09i  25．8，右   35   



居住系♯－ヒス班移（ 

障害者自立支援法施行後  

精神障害者の  

利用者数  

精神障害者の  
個別給付※2  

利用者数   共同生活援助（グループホーム）   8．985   

精神障害者福祉ホームA型   共同生活介護（ケアホーム）   3，512  

精神障害者福祉ホームB型   1，943  宿泊型自立訓練   69  

施設入所支援   195   
精神障害者入所授産施設   

短期滞在加算（1か月の延人数）   
約255  

精神障害者生活訓練施設   （7，922）  

共同生活援助（グループホーム）   精神障害者退院支援施設（1か月の延人数）   
約80  

（2．475）  

合計   地域生活支援事業  

福祉ホーム※3   360  

旧体系（経過措置）※4  

福祉ホームB型   1．713  

精神障害者入所授産施設   366  

精神障害者生活訓練施設   3．457  

計  約18，992   

ヽIヽ ． ロ  ー           日   
⊥  

※1平成18年10月1日現在の「社会福祉施設等調査報告」による。  
※2 平成21年3月の国保連データ速報による。短期滞在加算及び精神障害者退院支援施設は1ケ月の延べ利用者数を31で除した  

1日あたりの利用者数。  
※3 平成18年10月1日現在の「社会福祉施設等調査報告」における精神障害者福祉ホームA型の利用者数に福祉ホームヘの移行率  

（35．3％；平成20年4月1日現在、障害福祉課調べ）を掛けて算出。  
※4 平成18年10月1日現在の「社会福祉施設等調査報告」における1施設あたりの平均利用者数に、平成21年4月現在の国庫補助対   

象施設数を掛けて算出。  
36   



障害者自立支援法施行前  障害者自立支援法施行後  

精神障害者  

の利用者数   

精神障害者の  

利用者数   

施設名 ※1  日中活動系サービス（新体系）※3   

精神障害者入所授産施設   685  療養介護   

精神障害者通所授産施設   7，698  生活介護   762   

精神障害者小規模通所授産施設   9．112  支援法の施行  
自立訓練（機能訓練）   14   

精神障害者福祉工場   4 自立訓練（生活訓練）   2，427   

サービス名 ※2  就労移行支援   3，717   

ホームヘルプサービス   11，983  就労継続支援A型   1，331   

ショートステイ（居室数）   355  就労継続支援B型   16，301   

合計   30，244  訪問等サービス（新体系）※3  

居宅介護   22，444   

行動援護   12  

重度訪問介護   10  

短期入所   601  

人分の純増） 
精神障害者社会復帰施設（経過措置）※4  

精神障害者入所授産施設   402  

報告」による。  3，887  
※2平成17年4月精神保健福祉課（当時）調による。  

※3平成21年3月の国保連データ速報による。  精神障害    通所授産施設   2，915  

報告」における  精神障害者福祉工場   130   
1施設あたりの平均利用者数に、平成21年4月現在の国庫補助対象施  
設数を掛けて算出。  

合 計   54，954  



居宅介護利用者数に占める精神障害者の推移  
（平成19年11月～平成21年3月国保連データー）  

（人）  

100，000  

90，000  

80，000  

70，000  

60．000  

50，000  

40′000  

30′000  

20，000  

10．000  

0  

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  
平成19年   平成20年  平成21年  

11月  12月  1月   2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月   11月   12月   1月   2月   3月   

精神障害者の利   17，943  18，209  18，231  18，665  18，837  19，133  19，492  19，752  20，008  20，074  20，651  21，036  21，335  21．742  21，780  22，117  2乙444   
用者数  

利用者数   87，863  88，479  87，420  88，680  89，379  89，755  90，314  90，741  91，906  91，106  93，194  94，101  94，730  95，813  94，983  95．537  96，955   

精神障害者の占 める割合  20．4％  20．6％  20，9％  21．0％  21．1％  21．3％  21．6％  21．8％  21．8％  22．0％  22．2％  22．4％  22．5％  22．7％  22．9％  23．1％  23．1％   
8   



就労系サービス利用者数に占める精神障害者の推移  
（平成19年11月～平成21年3月国保連データー）  

（人）  

80，000  

70．000  

60，000  

50，000  

40，000  

30，000  

20′000  

10，000  

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  
平成19年   平成20年  平成21年  

11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月   

精神障害者の 者数  11．454  11，510  11，812  12，039  12，405  15，705  16，391  16，748  17，308  17，508  18，081  19，158  19，522  19，962  20，271  20，477  21，349   
利用  

利用者数   40，909  41，216  42，204  42，702  44，260  58，604  60，651  61，329  62，839  63，427  64，720  67，578  68，645  69，500  70，407  71，051  73，651   

精神障害者の め  28．0％  27．9％  28．0％  28．2％  28．0％  26．8％  27．0％  27．3％  27．5％  27．6％  27．9％  28．3％  28．4％  28．7％  28．8％  28．8％  29．0％   
占る割合  39   



精神障害者地域移行支援特別対策事業（17億円）  

40   



精神障害者地域移行支援特別対策事業の実績  

平成21年6月末現在  
、  

実施自治体数   全圏域数   
実施圏域数  実施圏域数 ／全圏域数   

事業対象者数（人）   退院者数（人）   

平成15年度  16 （含指定都市1）  226   72   

平成16年度   28 （含指定都市3）  478   149   

29  
平成17年度  

（含指定都市5）  
612 258   

平成18年度   26都道府県   385   148   38．4％   786   261   

平成19年度   42都道府県   389   236   60．7％   1，508   544   

平成20年度   45都道府県   386   295   76．4％   2，021   745   

平成21年度   47都道府県   389   337   86．6％  

－ ■■ t ■  

※平成15年度から平成17年度まではモデル事業、平成18年度～平成19年度までは、精神障害者退院促進支援事業として実施。  

※退院者数については、当該年度内に退院した者の数であり、年度を越えて退院した者の数は、含まれていない。  

※平成21年度は実施予定も含む。  
41   



居住系サービス等の確保についての考え方  
精神障害者に対する障害福祉サービス量は平成19年11月と比べると約4割増加し、全  
サービス利用者延べ数に占める精神障害者の割合も平成19年11月の8．3％から平成21  
年3月には10．2％に上昇している。  

特に、居住系サービスについてみると、法施行後の約2年半の間で、精神障害者の利用  
者数が、約1・5倍に増加（旧体系サービスからの移行分を差し引いて約6000人分の純  
増）している。  

居住系サービス利用者に占める精神障害者の割合は上昇傾向にあるが、仮にこれを  
26％で一定とすると、障害福祉計画における居住系サービスの整備目標（合計‥8．0万  
人分平成20年度末比：3．2万人分増）が達成された場合、精神障害者の居住系サービ  
ス利用者数は、平成20年度末よりも約8000～8500人程度増加すると見込まれる。  

今後、新たな目標値に基づいて統合失調症患者の地域生活への移行を更に進めてい  
くために、障害福祉計画に基づく障害福祉サービス見込量についても、その上乗せにつ  
いて検討を行うとともに、計画的な整備を一層進めていくべきではないか。  

また、高齢精神障害者については、現にその多くがADLやIADLの支援を要する状況で  
あることを踏まえて、適切な生活の場を確保することが必要ではないか。  

42   
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⑤目標設定 のあり方について  
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精神保健福祉施策の改革ビジョン（平成16年9月）における目標値  

基本方針において、「受け入れ条件が整えば退院可能な者約7万人については、全体的  
に見れば、入院患者全体の動態と同様の動きをしており、精神病床の機能分化・地域生活  
支援体制の強化、立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を全体的に進め  
ることにより、10年後の解消を図るものである。」とされており、その上で、以下の達成目  
標が掲げられている。  

① 国民意識変革の達成目標  

○精神疾患は生活習慣病と同じく誰もがかかりうる病気であることについての  
認知度を90％以上  

（考え方）   

○ 精神疾患を正しく理解し、態度を変え行動するという変化が起きるよう精神疾患を自分自身の問題と  
して考える者の増加を促す。  

②精神保健医療福祉体系の再編の達成目標  

○ 各都道府県の平均残存率（1年未満群）を24％以下  
○ 各都道府県の退院率（1年以上群）を29％以上   

※ この目標の達成により、2015年には約7万床相当の病床数の減少が促される。   

（考え方）   

○新規に入院する患者については、入院中の処遇の改善や患者のQO」（生活の質）の向上を図りつつ、  
できる限り1年以内に速やかに退院できるよう良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制整備を促す。   

○既に1年以上入院している患者については、本人の病状や意向に応じて、医療（社会復帰リハビリテー  

ション等）と地域生活支援体制の協働の下、段階的、計画的に地域生活への移行を促す。   



国民意識の変革の達成目標とその進捗  

達成目標  

精神疾患は生活習慣病と同じく誰もがかかりうる病気であることについての認  

知度を90％以上とする。  

「こころのバリアフリー宣言」の内容に関わる調査結果（H18年）  

「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合   
※（）内は、うち「そう思う」と回答した者の割合  

O「こころの健康」への関心；82．1％（35．6％）  

○ 精神疾患を自分の問題として考えている；42．2％（13．2％）  

○ ストレスを減らす生活を心がけることが必要である；94．5％（66．8％）  

○ こころの不調に早く気づくことが大事である；96．2％（73．2％）  
○ 精神疾患は早期の治療や支援で多くは改善する；91．2％ 一（54．7％）  

○ 精神疾患は誰もがかかりうる病気である；8乙4％  （46．4％  
平成18年度厚生労働科学研究「精神保健医療福祉の改革ビジョンの成果に関する研究」  

主任研究者；竹島正  
（参考）（H9年）  

○ 激しく変化する現代社会では誰でも精神障害者になる可能性がある；  

「そう思う」と回答した割合 51．8％  

（平成9年全国精神障害者家族会連合会え6   



精神疾患に対する国民の理解  

調査方法  

対象；人口1，000万人間隔の自治体5ケ所の20～70歳の地域住民計2，000人  
方法；統合失調症、大うつ病性障害、広汎性発達障害、アルコール依存症、糖尿病の事  

例のうちの1種類について、その病名を回答するよう依頼  
結果  

対象の属性；男女：各1，000人、年齢：10歳毎の各年齢においてそれぞれ400人   

統合失調症   うつ病   自閉症   
アルコール  こころの  

依存症   
糖尿病  

病気   病気   
ストレス   

統合失調症   4．8％   38．6％   1．8％   0．0％   0．0％   21．4％  0．0％   14．0％   

大うつ病性  
1．4％   58．6％   0．2％   

障害  
0．0％   0．2％   15．4％  0．8％   17．4％   

広汎性  
0．4％   0．4％   45．8％   0．2％   0．0％   11．4％  0．2％   3．6％   

発達障害  

アルコール  

依存症   
0．0％   1．2％   0．0％   85．0％   0．2％   4．2％   0．0％   7．6％   

糖尿病   0．1％   0．1％   0．0％   0．4％   87．5％  0．1％   1．2％   1．2％   

平成18年度厚生労働科学研究「精神保健医療福祉の改革ビジョンの成果に関する研究」  

主任研究者；竹島正  
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設定時の各都道府県の平均残存率、退院率  
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（参考）  

平均残存率（一年未満群）  退院率（一年以上群）  

100％  

平均残存率  

入院日  1年   

1年以内の退院（残存）曲線が囲む面積と同じと  

なるよう、各月の残存率を平均したもの。  

平均残存率に毎年の新規入院患者数を乗じて  

得た数は、1年以内入院患者にかかる必要  
病床数となる。   

1年  

1年以上の在院患者から退院する者の数を1年  
以上の在院患者数で除したもの。  

退院率に1年以上の在院患者数を乗じて得た  
数は、1年以上の在院患者からの毎年の  
退院数となる。   
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平均残存率・退院率の推移  

平均残存率  退院率  

Hll H12  H13  日14  H15  H16  H17  H18  Hll H12  H13  日14  H15  日16  日17  Hlg   

注：平成13年のデータの欠落は、調査方法の変更によるもの（毎年の調査に  

おいて、H13までは前年のデータを収集していたものを、H14年から当該年の  
データを収集するよう変更したため）  

（精神・障害保健課調べ）50   



平均残存率（H16～Hlさの平均）  
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退院率（H16～H18の平均）  （％）  
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平均残存率の課題  

＜新規入院患者数＞  

平均残存率（全国平均）  Hll～H17の6年間では、平均残存  

率の減少ペースよりも、新規入院患  
者数の増加ペースが上回っている  

（右図）。  

改革ビジョンの目標においては、新規  
入院患者数が一定との仮定をおいて  

、 平均残存率が減少すれば、在院患  
者数が減少すると推計している。  

平均残存率が減少しても、新規入院  

患者数が増加する場合、残存する患  
者数が必ずしも減少しない。  

－一ニモー  

在院患者数の減少の状況について  

の評価については、在院患者数自体  
による方が的確ではないか。  

Hll H12 H13 H14 H15 H16 H17 日18  

新規入院患者数（全国）  （人）  

400′000  

350．000  

300．000  

Hll H12 H13 H14 H15 H16 H17   
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平均残存率の課題  

＜疾病構造による影響＞  

平均残存率等に関する現在の目標  

設定は、疾患にかかわらず、精神病  
床に入院する全ての患者を対象とし  

ている。  

患者の動態は、認知症とその他の疾  
患とでは、大きく異なっている。この  
ため、たとえ疾患毎の残存率に変化  
がなくても、認知症患者数の変化に  
よって残存率に影響が及ぶことにつ  

いても考慮する必要がある。  

精神病床入院患者の残存率  

100  
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‾70  

60  
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一  

目標の達成状況の評価に当たって  

は、疾患毎の状況を把握する必要が  
あるのではないか。  

当 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1  
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 0 1  

日 日 日 目 白 日 日 白 目 月 月  
人的．■  日 日  
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平均残存率・退院率の課題  

＜転院一死亡の取り扱い＞  

退院率の推移  
平均残存率、退院率の計算にお  

いて、転院や死亡を含めた全ての  
退院が、退院として計上されてい  
る。  

特に退院率については、転院・死  

亡の影響が大きく、現行の退院率  
が高くても、その多くを転院等が占  
めている地域もあり、転院・死亡以  
外の退院率についてはほぼ横ば  

いとなっている。  
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【現行：全ての退院を退院に含めた場合】  
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精神病床入院患者の状況  

※グラフ中の数字は入院患者数（千人）  

196．9  189．6   188．2  

Hll  H14  日17  

資料：患者調査  
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受け入れ条件が整えば退院可能な者の入院期間別・年齢／疾患別の状況（精神病床）  

【統合失調症】  （単位＝千人）  

1年未革   
1年以上  

合計  
5年未満   

5年以上  
10年以上   

10年奉溝  

統合失調症絵数  
44．8   49．4   31．1   70．1  

195．4  
（22．9％）   （25．3％）   （15．9％）   （35．9％）  

55歳未満   
75．0   25．1   20．0   11．8   18．2  

（38．4％）   （33．5％）   （26．7％）   （15．7％）   （24．3％）  

55歳以上   
120．4   19．8   29．4   19．3   51．9  

（61．6％）   （16．4％）   （24．4％）   （16．0％）   （43．1％）  

65歳以上   58．6   9．7   14．8   9．2   24．9  

（再掲）   （30．0％）   （16．6％）   （25．3％）   （15．7％）   （42．5％）   

受け入れ条件が整えば  10．4   11．8   6．9   14．6   
43．7  

退院可能な者（統合失調症）  （23．7％）   （27．1％）   （15．8％）   （33．4％）  

16．8   5．8   4．9   2．5   3．  
55歳未満  

（38．5％）   （34．5％）   （29．2％）   （14．9％）   （22．0％）  

55歳以上   
26．9   4．6   6．9   4．4   11．0  

（61．5％）   （17．1％）   （25．7％）   （16．4％）   （40．9％）  

65歳以上   13．4   2．3   3．6   2．0   5．5  

（再掲）   （30．7％）   （17．2％）   （26．9％）   （14．9％）   （41．0％）   

（注）入院期間不詳及び年齢不詳は除く。   

各年齢区分の入院期間毎の数値の下にある比率は、各年齢区分の合計数に対する割合  
資料：平成17年患者調査の特別集計より、精神・障害保健課にて作成  57  
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O「受入条件が整えば退院可能な者7．6万人（改革ビジョンでは約7万人）」は、患者調査   

のデータに基づいているが、このデータは以下のような特徴を有している。   

■ 入院患者については、各調査年（3年に1回）の10月のある特定の1日に入院している   

患者の状態を調査していること   

■「受入条件」について詳細な定義がなく、「受入条件」の考え方や「退院可能」の判断   

が回答者の主観に依拠すること   
※ 調査票は全病院共通となっており、精神科固有の調査項目を掲げることには制約がある。   

※ 病床利用状況調査と比較すると、「受入条件が整えば」という前提には、居住の場等の支援  

だけでなく、将来の病状の改善もあることが示唆されている。  

○ このような特徴から、「7．6万人」を政策の実施により「解消を図る」目標値とすることに  

は、以下のような課題がある。  

入院医療の急性期への重点化や精神医療の質の向上により、退院のハードルが下  
がれば下がるほど、かえってこの数値は大きくなることが予想されること  
「受入条件が整えば退院可能な者」は、いずれの調査時点でも存在しており、その数  

値が統計上ゼロとなることは期待できないこと  

患者調査は3年に1回の実施であり、その結果の公表にも調査時点から1年以上要す  
ることから、施策の効果や達成状況を適時に把握することは困難であること  

1  

1  

1  

1  

l  ■  
l  

l  

1  

1  

1  

∴  二  

○ 今後の精神保健福祉改革における具体的目標値については、客観性が担保され、か  
つ、施策の効果を適時に示す新たな指標を用いるとともに、その定期的把握を行うことと  
すべきではないか。  
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精神病床数の変化  （床）  

400′000  

300′000  

200′000  

100′000   

平成10年平成11年平成12年平成13年平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年  

ロー般病院   日精神科病院  

資料＝医療施設調査（毎年10月†日時点ち9   



医療計画における基準病床算定式の変更  
（平成18年4月）  

◎ 新しい基準病床算定式   

残存率と退院率の現在値及び目標値を算定式に組み込むことにより、現在値が  

目標値に近づけば基準病床数は更に下がる仕組みとなっている。この結果、算定式  
上ではあるが10年後（2015年）には約7万床減少する見込み。  

基準病床数＝（一年未満群※）＋（一年以上群※※）＋加算部分  

※一年未満群＝（∑AB＋C－D）×F／EI   

A：各歳別人口（将来推計、4区分）   

B：各歳別新規入院率（実績、4区分）   

C：流入患者数   

D：流出患者数   

El：病床利用率（95％）   

F：平均残存率（目標値）＝24％  

※※一年以上群＝〔∑G（1－H）＋トJ〕／E2  

G：各歳別一年以上在院者数（実績、4区分）  

H：一年以上在院者各歳別年間退院率（目標値、4区分）＝29％  
Ⅰ：新規一年以上在院者数（一年未満群からの計算値）  

J：長期入院者退院促進目標数（目標値）   
（病床数が多く（対人ロ）、かつ退院率（1年以上群）が   
低い地域が設定）  

E2：病床利用率（95％）   
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各都道府県の医療計画における  

既存病床数と基準病床数（H20）  

J：  

0
 
 

0
 
 

0
 
 
 

0
 
 

0
 
 

0
 
 

0
 
1
 
 

0
 
 

∩
）
 
 

0
 
 

5
 

沖
縄
県
 
 

鹿
児
島
県
 
 

宮
崎
県
 
 

大
分
県
 
 

熊
本
県
 
 

長
崎
県
 
 

佐
賀
県
 
 

福
岡
県
 
 

高
知
県
 
 

愛
媛
県
 
 

香
川
県
 
 

徳
島
県
 
 

山
口
県
 
 

広
島
県
 
 

岡
山
県
 
 

島
根
県
 
 

鳥
取
県
 
 

和
歌
山
県
 
 

奈
良
県
 
 

兵
庫
県
 
 

大
阪
府
 
 

京
都
府
 
 

滋
賀
県
 
 

三
重
県
 
 

愛
知
県
 
 

静
岡
県
 
 

岐
阜
県
 
 

長
野
県
 
 

山
梨
県
 
 

福
井
県
 
 

石
川
県
 
 

富
山
県
 
 

新
潟
県
 
 

神
奈
川
県
 
 

東
京
都
 
 

千
葉
県
 
 

埼
玉
県
 
 

群
馬
県
 
 

栃
木
県
 
 

茨
城
県
 
 

福
島
県
 
 

山
形
県
 
 

秋
田
県
 
 

宮
城
県
 
 

岩
手
県
 
 

青
森
県
 
 

北
海
道
 
 

基準病床数計：311，326床  
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平成20年の医療計画見直し前後の  
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北青岩宮秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和鳥島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖 海森手城田形烏城木馬玉葉京奈潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌口  
取根山鳥島川媛知岡賀崎本分崎児縄  

道 川 山 鳥  

既存病床数と基準病床数の差  （床）  
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北青岩宮秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和島島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖  
海森手城田形烏城木馬玉葉京奈潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取根山鳥口島川媛知岡賀崎本分崎児縄  

道  川  山  鳥  

H19には14都道県で病床不足となっていたが、基準病床算定式の変更後の医療計画の見直しによ  

り基準病床数が引き下げられた結果、H20には、病床不足は5県のみとなり、これら以外の県では、原  

則として、病床の増加ができなくなった。  62   



「参考ノ 働鰯の上敷草ビジむり「平助6年9月ノ傍的紆の家財  

達成目標の実現による必要病床数の減少  

新規入院患者及び1年以上入院患者の退院促進について、現時点において上位3～5県で達成され  
ている目標数値（平均残存率、退院率）を、各都道府県が目指すべき達成目標として設定。（1年未  
満：平均残存率24％、1年以上：退院率29％）  

→達成目標をべ丁スに今後10年間の必要病床数を試算すると、2015年には必要病床数は約7万  
床減少。  

現在  2010年   2015年   現在との差   

（2003年）  

全体の病床数   約35．4万床   約31．7万床   約28．2万床   約7．2 
→約7万床   

うち1年未満   （約10．7万床）   約9．7万床   約8．6万床   （約2．1万床）   

うち1年以上   （約24．8万床）   約21．9万床   約19．6万床   （約5．2万床）   

※現在の病床数の内訳については、全体の病床数を平成14年6月時点の1年未卦1年以上入院患者数の比率で按分した。  

（試算の前提）  

1全国を一つの地域として計算（流入等はない、加算はない等）  
2 退院率、平均残存率は、10年間の中間年で全国目標との差を1／2解消  
3 都道府県ごとの退院率に係る特別の退院促進目標はゼロ  

4 新規入院率は、現在の実績  
5 人口変動は、4区分（20歳未満、40歳未満、65歳未満、65歳以上）で、将来人口推計に基づき変動。  
6 平成18年からの10年間で計算  

7 病床利用率は、0．95  63   



精神病床数について  
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○ 改革ビジョンにおいては、精神保健医療福祉体系の再編の達成目標である、各都道府   
県の平均残存率（1年未満群）の目標（24％以下）及び退院率（1年以上群）の目標（29％   

以上）を達成することにより、都道府県が医療計画において定める「基準病床数」が減少   
することをもって、病床数の減少（2015年には約7万床相当）が促されることとしていた。  

○ 平成18年4月に導入した新しい算定式に基づいて、各都道府県において基準病床数の   
見直しを行った結果、平成20年4月時点での基準病床数の全国総数は、改革ビジョンで   
示した2010年時点での基準病床数の推計を下回る水準となっている。  

○ 一方、改革ビジョン策定以降、入院医療の急性期への重点化や長期入院患者の地域   
移行のための施策を講じてきたものの、精神病床致そのものは、ほとんど減少していな   
い。  

○ 各都道府県の医療計画においては、「基準病床数」として、改革ビジョンで示した必要病  
床数と概ね同等の値が設定されており、各都道府県においては、これを基に入院医療体  
制を構築していくこととなるため、今後も、これを前提として施策を推進することでよいか。  

○ また、疾患別の状況の把握や、他の目標の策定■進捗状況等を踏まえて、将来的に、医  
療計画の基準病床数算定式の更なる見直しについても、検討を行うこととしてはどうか。  
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検討く5）  

目標の達成状況の評価・目標設定に関する考え方  
1．改革ビジョンにおける目標の達成状況について  
●「国民意識変革の達成目標」として掲げた、「精神疾患は生活習慣病と同じく誰もがか   

かりうる病気であることについての認知度を90％以上とする。」との目標については、広   
く国・民を対象に「こころのバリアフリー宣言」等の普及啓発を行ってきた結果、当該目標   
については82．4％（平成18年）と一定の成果が認められている。しかしながら、統合失調   
症に関する理解が遅れているなど、精神障害に関する国民の理解は未だ十分ではな   

い。  

●「精神保健医療福祉体系の再編の達成目標」として掲げた目標のうち、  
◆「各都道府県の平均残存率（1年未満群）を24％以下にする」という目標については、直近の状   

況は明らかではないものの、入院医療の急性期への重点化等を背景に、平均残存率の趨勢とし   
ては減少傾向にあり、平成18年時点で29．7％となっている。  

◆ また、「各都道府県の退院率（1年以上群）を29％以上にする」との目標については、ビジョン策定   

以降、一貫して上昇傾向にあり、平成18年時点で23．0％となっている。  

◆ ただし、これらの指標、特に退院率については、転院等の頻度と関連があり、転院等を退院に計   
上しない場合には、その上昇の度合いは小さくなる。  

● 改革ビジョンでは、上記の目標の達成により、精神病床数の減少（2015年には約7万床   
相当）が促されることとしており、平成20年4月時点での基準病床数の全国総数は、改   
革ビジョンで示した2010年時点での基準病床数の試算を下回る水準となっているもの   

の、改革ビジョン策定以降、精神病床数そのものは、ほとんど減少していない。  

●■なお、データの制約により、平成20年診療報酬改定における対応等の施策の効果など  

、 直近の状況を踏まえた評価は不 

」  



2．現在の目標設定の評価  

● 精神疾患に関する普及啓発には、①精神障害者の地域移行を円滑にし、②精神疾患   
の発症早期における適切な支援に結びつける、といった効果が期待されるが、「ここ   

ろのバリアフリー宣言」のような国民一般を広く対象とする普及啓発では、十分にその   

効果を把握することは困難である。  

在院患者数は新規入院患者数にも影響を受けるため、平均残存率、退院率による目  
標は、必ずしも在院患者数の減少の指標とならないおそれがある。  

疾患によって患者の動態は大きく異なっている一方で、平均残存率、退院率など、精  
神病床全体を包括した目標設定のみでは、統合失調症、認知症等、様々な分野の施  
策の効果が反映されにくく、進捗の管理が難しいとの指摘がある。  

● 改革ビジョンにおいて、10年後の解消を図るべきとした「受入条件が整えば退院可能   

な者7．6万人」の指標については、3年に1回の頻度で行われる患者調査における主観   
的な調査項目に基づいており、これを経年的な施策の根拠とし、その効果や達成状況   
を適時に把握することは困難である。  

● 精神病床数については、入院医療の急性期への重点化や長期入院患者の地域移行   
など、その減少に資する施策を講じてきたものの、都道府県による医療計画に定めら   

れた基準病床数の達成に向けた取組や、個々の医療機関による患者の療養環境の   
改善、人員配置等の充実を通じた医療の質の向上のための取組を直接に支援する施   

策は十分に講じられていない。  
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3．精神保健医療福祉体系の再編に向けた今後の目標設定に関する考え方  
● 改革ビジョンの前期5年間の取組を踏まえ、後期5年間において改革ビジョンの趣旨を更   

に実現できるよう、特に精神保健医療福祉体系の再編のための取組を強化すべきとの   
認識の下で、具体的目標についても、施策の実現に向けた進捗管理に資するよう、以下   

のような観点から見直すこととしてはどうか。  

◆統合失調症、認知症の入院患者数をはじめとして、施策の体系や、患者像（入院期間、疾病、年   
齢）の多様性も踏まえた適切な目標を掲げるべきではないか。  

・「受入条件が整えば退院可能な者」に替わる指標として、「統合失調症による入院患者数」を、特   

に重点的な指標として位置付け目標値を定めるとともに、定期的かつ適時に把握できる仕組みを導   

入してはどうか。  

・認知症については、平成22年度までのものとして現在行われている有病率等の調査を早急に進   

め、その結果に基づき、精神病床（認知症病棟等）や介護保険施設等の入院・入所機能のあり方と   

その必要量等や、介護保険施設等の生活の場の更なる確保と介護保険サービスの機能の充実に   
ついて検討を行いつつ、適切な目標値を定めることとしてはどうか。  

◆障害福祉計画における目標値（退院可能精神障害者数）にういても、上記の「統合失調症による   

入院患者数」に係る新たな目標値や、障害福祉サービスの整備量に関する目標との整合性を図り   
つつ、見直しを行うべきではないか。  

◆ また、医療計画の「救急医療等確保事業（5事業）」における目標値等を踏まえつつ、地域ごとに、   
精神医療体制を構築する際に活用できる目標設定についても検討を行うべきではないか。  

上記のアウトカムに関する目標に加え、施策の実施状況等のプロセス評価についても適  

切に組み合わせて、より効果的に施策の進捗管理を行うべきではないか。  

精神病床数については、改革ビジョンに基づき設定された、医療計画における基準病床  

数を誘導目標として引き続き掲げるとともに、都道府県や個々の医療機関による取組を  
直接に支援する具体的方策について検討することとしてはどうか。  67   



ヽ◆  

※平均残存率と退院率については、必ずしも在院患者数の減少の指標とならないという課題があるが、基  

準病床数算定式の基礎となる指標として今後も用いることとする。その上で、新たな指標による目標値を  

設定する。  

※病床数については、都道府県が医療計画の達成を図り、又は、個々の医療機関が患者の療養環境の  

改善、人員配置等の充実を通じて医療の質を向上させる取組を直接に支援する方策の具体化を目指  

す。  

Ⅰ改革ビジョン（平成16年9月）における目標値  

◆ 各都道府県の平均残存率（1年未満群）に関する目標：24％以下  

◆ 各都道府県の退院率（1年以上群）に関する目標：29％以上   
・上記の目標の達成により、約7万床相当の病床数の減少が促される。〔誘導目標〕   
・基準病床数の試算  2010年：31．7万床 2015年（試算）：28．2万床  

※現在の病床数（平成19年10月）との差：6．9万床  

Ⅱ 新たな目標値  

◎ 統合失調症による入院患者数：約15万人（平成17年患者調査時点：19．6万人）   
※ 障害福祉計画における目標値についても、整合性を図りつつ見直す。   

※ 同時に、精神科救急医療や訪問看護等の地域生活を支える医療の充実を図る。   
※ 高齢精神障害者の適切な生活の場のあり方についても検討。  

◎ 認知症に関する目標値（例：入院患者数 等）※平成23年度までに具体化。  

◎ 施策の実施状況に関する目標  ※個々の事業（予算事業等）単位で設定  

（例）・精神科救急医療体制における身体合併症対応施設の整備：00か所（現行の目標：75か所）   

・治療中断者等への危機介入を行う多職種チームの整備目標：00単位で1チーム  
・精神科訪問看護（訪問看護ステーションを含む）の整備：00単位で1か所   

・認知症疾患医療センターの整備：00単位で1か所（現行の目標：全国150か所）   

・児童思春期の専門医療機関・病床の確保：00単位で1か所・00床   
】「精神障害者地域移行支援特別対策事業」の支援対象者：00人  
※ ターゲットを明確化した普及啓発施策に関する目標に関しても別途設定。   




